
宮古島市中心市街地活性化基本計画策定業務委託 

仕様書（案）  

 

第１章 総則 

（適用） 

第１条 本仕様書は、「宮古島市中心市街地活性化基本計画策定業務委託」について必

要な事項を定めるものである。なお、本仕様書は案であり、本業務の詳細について

は事業者が特定されたのち、企画提案書をもとに市との協議により改めて仕様書を

作成し決定する。  

 

（目的） 

第２条 本市の中心市街地は、市町村合併や観光客の増加により、宮古の中心地とし

て栄えてきたが、定住人口の減少や市役所の庁舎移転等の社会周辺環境の変化によ

り、中心市街地の空洞化、賑わいの減少が懸念されている。そのため、現況を定量

的に把握して問題点・課題を抽出し、中心市街地と市役所や平良港、宮古空港等と

の連携を強化し、都市拠点としての機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一

体的に推進する必要がある。 

本業務は、庁内推進本部及び中心市街地活性化協議会等を通して、「みなとまち宮

古再生プロジェクト」やその他の関連事業と連携し、地域住民や民間事業者が主体

となり官民が連携した、中心市街地の活性に寄与する施策及び事業を検討し、「宮古

島市中心市街地活性化基本計画」を策定するとともに、施策・事業を総合的かつ一

体的に推進できる体制の構築を目指すものである。 

 

（一般事項） 

第３条  本業務を遂行するにあたっては、受託者（以下「乙」という。）は、宮古島

市（以下「甲」という。）の意図及び目的を十分理解した上で、経験のある最上級の

管理技術者を定め、最高技術を発揮するよう努力するとともに、正確丁寧にこれを

行わなければならない。 

 

（業務計画） 

第４条  乙は、本業務の作業着手前に甲と十分な打合せを行い、業務計画書を甲に提

出し承認を得ること。また、業務計画書等を変更する場合も同様とする。なお、業

務計画書には下記事項を記載すること。 

・業務概要          ・実施方針     ・業務工程表 

・組織体制          ・打合せ計画    ・成果品の内容 

・使用する主な図書及び基準  ・連絡体制     ・技術者一覧及び経歴 

・照査計画          ・その他必要事項 



 

（記録簿） 

第５条  甲と乙の作業上の打合せ事項については、打合せ記録簿を作成し、各々所持

するものとする。 

 

（業務の指示及び監督） 

第６条  乙は、本業務を遂行するにあたり、本業務の契約に基づき、甲が定める監督

職員と常に密接な連絡を取り、その指示及び監督を受けなければならない。 

 

（関係課との協議） 

第７条  本業務の遂行にあたっては、宮古島市都市計画課その他関係課との協議を十

分に行うこと。 

 

（進捗状況の報告） 

第８条  乙は、本業務遂行にあたり、進捗状況の報告を毎月末日に甲に提出するもの

とする。 

２ 乙は、甲の申出により随時検査を受けなければならない。 

 

（業務の完了） 

第９条 本業務は、成果品を納品し、発注者の検収合格をもって業務完了とする。た

だし、完了後であっても不備等が発見された場合は、速やかに修正等必要な作業を

しなければならない。これに要する費用は乙の負担とする。 

また、令和 5年度に行う予定の国への基本計画認定申請手続については、業務完

了後も計画書の作成・修正等の協力を行うものとする。 

 

（成果品の管理及び帰属） 

第１０条 成果品の管理及び帰属は全て甲とする。乙が成果品及び業務において作成

した資料等を公表することは一切これを認めない。 

 

（履行期間） 

第１１条 本業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和５年３月３１日までとす

る。なお、履行期間内であっても、作業が完了したものについて成果品の提出を

求める場合がある。 

 

（成果品及び電子成果） 

第１２条  本業務により実施した成果については、本市に以下のとおり納品するこ

と。 



① 業務報告書（A4 版 バインダー綴り）                  ２部 

② 業務報告書概要版（簡易ファイル）                 10 部 

③ その他関連資料                           １式 

④ 報告書電子媒体（DVD-ROM）                      １式 

MicrosoftWord、Excel、PowerPoint、AdobePDF 形式等によるものとし、 

納品時にウィルスチェックを実施すること。 

 

（疑義） 

第１３条  本業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項、または疑義が生じた

事項については、甲と乙で協議の上、甲の指示に従うものとする。 

 

（法令等の遵守） 

第１４条  乙は、本業務の実施にあたっては、関連する法令等を遵守しなければなら

ない。 

 

（機密の厳守） 

第１５条  乙は、本業務に関連して甲から貸与された情報、その他知り得た情報を外

部に漏らし、または他の目的に使用してはならない。本業務に係る契約が終了

し、または解除された後においても同様とする。 

 

（資料の貸与及び返却） 

第１６条  甲は、甲が所有する資料等で本業務に必要な資料等は、所定の手続き（文

書による）により乙に貸与する。 

２ 乙は、甲から貸与のあった資料等について、その重要性を認識し、破損、紛失等

の事故の無いよう取り扱うものとし、業務上必要であっても甲の承諾なくして複製

又は貸与してはならない。 

３ 貸与した資料等については、破損、紛失等の過失が生じた場合には、乙がその責

任を負うものとする。 

４ 乙は、甲から貸与のあった資料等について業務終了後に速やかに返却するものと

する。 

 

（その他） 

第１７条 本業務に伴う事業者・市民意見等の収集・反映のための各種会議・協議会

等は必要に応じて実施し、諸費用、謝金等は原則として受注者の負担とする。（会場

使用料や機材使用料等は掛からない場所での開催を想定している。） 

２ 本業務に伴う事業者・市民意見等の収集・反映のためのアンケート・ヒアリング

に掛かる発送・回収・整理のための費用等は原則として受注者の負担とする。 



第２章  業務内容 

（業務対象地区） 

第１８条 本業務の対象地域は、宮古島市都市計画マスタープラン（令和 3年 4月改

定）に掲げる市街地ゾーン(商業系ゾーン)を中心に、「中心市街地の活性化に関す

る法律」における「中心市街地の要件」を満たす範囲を想定しているが、企画提

案書をもとに市との協議により決定する。 

 
 

（業務内容） 

第１９条 本業務では以下の業務を実施することを想定しているが、内容を含め業務

の詳細については事業者が特定されたのち、企画提案書をもとに市との協議によ

り決定する。 

 

（１） 基礎調査 

① 計画準備 

本業務の実施に向けた計画準備を行う。 

② 中心市街地の現況と動向の分析 

 人口や産業の動向、行政施設等主要な施設の分布状況、公共交通の利用状況

等基礎的なデータの整理を行う。 

③ 上位・関連計画、主要プロジェクト等の整理 

 上位・関連計画等の計画内容及び進捗状況の把握を行い、これまでの事業の

効果や課題について整理する。必要に応じて関係課へヒアリングを行う。 

④ 地域住民等の意向調査 



中心市街地活性化に向けた課題、ニーズを把握するために、市民アンケート

調査を実施する。配布数は約2,000通、回収率は20％以上とする。 

また、周辺事業者・観光客については、ヒアリング調査を行う。（商工会議

所、青年会議所、観光事業者等） 

⑤ 中心市街地の課題の抽出・整理 

上記②から④を踏まえ、中心市街地の課題の抽出・整理を行う。 

 

（２） 中心市街地活性化の基本方針等の設定 

（１）を踏まえ、中心市街地活性化のための基本理念・基本方針、区域、目標及

び数値目標等の設定を行う。 

① 中心市街地活性化の基本理念及び基本方針の設定 

② 中心市街地の位置及び区域の設定 

③ 目標及び計画期間の設定 

④ 評価指標及び目標値の設定 

 

（３） 中心市街地活性化の主要施策及び事業の検討 

   中心市街地活性化基本計画に定める下記項目について、施策・事業の検討及び

推進方策の検討を行う。 

① 市街地再開発事業、土地区画整理事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に

供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

② 都市福祉施設を整備する事業に関する項目 

③ 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供

給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業

に関する事項 

④ 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活

性化事業その他の経済活力向上のための事業及び措置に関する事項 

⑤ ①から④までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

⑥ ①から⑤までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

⑦ 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

⑧ その他中心市街地の活性化に資する事項 

    

（４） 中心市街地活性化基本計画の策定に向けた各種支援 

  計画策定に向けた以下の会議等の支援を行う。 

① 中心市街地活性化協議会（４回） 

中心市街地の活性化に関する法律第15条に基づき、島内在住者20名以内（う

ち行政関係者5名以内）を想定。 

② (仮称)庁内推進本部及び（仮称）検討委員会（合計５回） 



 市長を本部長とし、各部長級を本部員として構成した「推進本部」と、下部

組織として関係部署の課長級で組織する「検討委員会」を想定。 

 

（５） 基本計画書・基本計画書概要版の作成 

   中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル（内閣府）を参考に基本計画書 

の作成を行う。また、基本計画書概要版の作成を行う。 

 

（６） 打合せ協議 

  打合せ協議は、業務着手時、中間（３回）、納品時の計５回行う。 

 

 


